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北海道告示第７５２号

平成６年北海道告示第１４８０号（北海道個人情報保護条例により道が出資する法人のうち実
施機関が定める法人）の全部を次のように改正する。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道個人情報保護条例（平成６年北海道条例第２号）第５３条の規定により、次のとおり
法人を定める。
北海道住宅供給公社
北海道土地開発公社
財団法人北海道農業開発公社（昭和４５年６月１日に財団法人北海道農業開発公社という名
称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道体育文化協会（昭和４７年８月１日に財団法人北海道体育文化協会という名
称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道水産加工振興基金協会（昭和４７年１０月５日に財団法人北海道水産加工振興
基金協会という名称で設立された法人をいう。）
社団法人北海道産炭地域振興センター（昭和４７年１１月６日に社団法人北海道産炭地域振興
基金協会という名称で設立された法人をいう。）
社団法人北海道軽種馬振興公社（昭和５１年６月２１日に社団法人北海道軽種馬振興公社とい
う名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道地域活動振興協会（昭和５３年６月１日に財団法人北海道ボランティア振興
協会という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道中小企業総合支援センター（昭和５４年８月２４日に財団法人北海道中小企業
振興公社という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道高齢者問題研究協会（昭和５９年４月５日に財団法人北海道高齢者問題研究
協会という名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道森林整備公社（昭和６０年９月２０日に財団法人北海道森林整備公社という名
称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道住宅管理公社（昭和６３年６月４日に財団法人北海道住宅管理公社という名
称で設立された法人をいう。）
財団法人道民活動振興センター（平成３年７月３１日に財団法人道民活動振興センターとい
う名称で設立された法人をいう。）
財団法人北海道建設技術センター（平成５年５月１２日に財団法人北海道建設技術センター
という名称で設立された法人をいう。）
財団法人新千歳空港周辺環境整備財団（平成６年６月１日に財団法人新千歳空港周辺環境
整備財団という名称で設立された法人をいう。）
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財団法人北海道環境財団（平成９年４月１日に財団法人北海道環境財団という名称で設立
された法人をいう。）
財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構（平成９年６月２７日に財団法人アイヌ文化振興・
研究推進機構という名称で設立された法人をいう。）

北海道告示第７５３号

中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第３６条第１項の規定により、次
のとおり第一種大規模小売店舗立地法特例区域を指定した。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
１ 特例区域の名称
小�市稲穂１丁目４番南地区

２ 特例区域の位置及び範囲
小�市稲穂１丁目４番１号（次の図に示す部分）
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道経済部商工局商業経済交流課及び北海道後志
支庁小�商工労働事務所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７５４号

平成４年北海道告示第４８７号（北海道地方競馬実施条例施行規則第８４条第２項の規定によ
る競馬場外の勝馬投票券発売所及び払戻金交付所の場所の決定）の一部を次のように改正し、
平成２０年１２月９日から施行する。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
江別場外発売所の項の次に次の１事項を加える。
石狩場外発売所 石狩市新港南２丁目７２９番３

北海道告示第７５５号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の所有者に対し、当該牛について、牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の予防のための検査を受
けることを命ずる。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 実 施 の 目 的
牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の
市 町 村 名

実 施 の 期 日
（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

北 見 市 平成２１年１月２６日から３月６日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で搾乳の用に供する雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び牛のヨー

ネ病の予防のための検査については、家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防

止のための措置を講じている農場に飼養されているものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第７５６号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず

る。

平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

牛のヨーネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の
市 町 村 名

実 施 の 期 日
（当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

北 見 市 平成２１年１月１９日から３月６日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び家畜

伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防止のための措置を講じている農場に飼養さ

れているものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第７５７号
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年１１月２１日、石
狩高富土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７５８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、栗山町南学田地区
の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成２０年１２月９日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第８７条第６項の規定に基づ
き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをすることが
できる。
また、同法第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７５９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、栗山町南学田北部
地区の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成２０年１２月９日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第８７条第６項の規定に基づ
き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に北海道知事に異議申立てをすることが
できる。
また、同法第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第７項の規定による決定に不服
がある者は、同法第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７６０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９８条第８項の規定により、枝幸町農業委員会が定
めた風烈布川北地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７６１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林の所在場所 函館市木直町４３０・４３８の１（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）、４３９
� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所 函館市浜町１４６の３・１４７（以上２筆について次の図に示す部
分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所 松前郡松前町字神山７２の１・７４の１（以上２筆について次の
図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
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ア 立木の伐採の方法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課並びに函館市役所及び松前町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６２号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２０年１２月５日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 北見市北陽１２の２（次の図に示す部分に限る。）
� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 夕張市住初６の１・８の１・福住１４（以上３筆につい
て次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所 常呂郡訓子府町字豊坂６０の１・６１の１（以上２筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所 沙流郡日高町字厚賀町２１８の１８（次の図に示す部分に
限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所 厚岸郡浜中町浜中東１０４地先（国有林。次の図に示す
部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに関係市役所及び町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２０年１２月５日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 登別市幸町４丁目２１の３・幸町６丁目３４の２・富浦町

２丁目３０の２・富浦町３丁目１３の２（以上４筆について
次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 潮害の防備
３ 解 除 の 理 由 指定理由の消滅
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振支庁産業振興部林務課及び登別市役所に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 茅部郡森町字尾白内１１８６の１・１２６９の１（以上２筆

について次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 砂防設備用地とするため
２� 解除に係る保安林の所在場所 上川郡清水町字美蔓１００１の２（次の図に示す部分に

限る。）
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課及び関係町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６５号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 夕張市・�別市・虻田郡喜茂別町・日高郡新ひだか

町（以上２市２町国有林。次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 虻田郡喜茂別町（国有林。次の図に示す部分に限

る。）
� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
３� 解除予定保安林の所在場所 瀬棚郡今金町・積丹郡積丹町（以上２町国有林。次

の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
４� 解除予定保安林の所在場所 積丹郡積丹町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 魚つき
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
５� 解除予定保安林の所在場所 網走市字明治１８２（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課並びに関係市役所及
び町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

名寄市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課及び名寄市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６７号
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農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
札幌市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

恵庭市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡平取町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）、平取町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
平取町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

４� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡平取町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐は、択伐による。

	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課並びに関係市役所及び平取町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７６８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

道道 枝幸音威子府線
北海道稚内土木現業所

枝幸郡枝幸町下幌別４３８０番２３地先（河川敷地）から
枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ６９０１番地先まで

平成２０．１２．１０

道道 幕別帯広芽室線
北海道帯広土木現業所

中川郡幕別町札内青葉町３１１番６４地先から
中川郡幕別町札内泉町７６番２地先まで

平成２０．１２．１０
午前１０時

北海道告示第７６９号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により、次のとおり都市計画事

業の事業計画の変更を認可した。

平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 施 行 者 の 名 称 札幌市

� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・３・５号北５条・手

稲通）
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� 事 業 施 行 期 間 平成１４年７月３０日から平成２５年３月３１日まで
 事 業 地 収用の部分 変更なし
２� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・４・８号北８条通）
� 事 業 施 行 期 間 平成１６年５月２８日から平成２４年３月３１日まで
 事 業 地 収用の部分 変更なし
３� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・４・５４号宮の森・北

２４条通及び３・３・６号西５丁目・樽川通）
� 事 業 施 行 期 間 平成１４年７月３０日から平成２５年３月３１日まで
 事 業 地 収用の部分 変更なし
４� 施 行 者 の 名 称 札幌市
� 都市計画事業の種類及び名称 札幌圏都市計画道路事業（３・４・７１号横新道）
� 事 業 施 行 期 間 平成１４年７月３０日から平成２４年３月３１日まで
 事 業 地 収用の部分 変更なし

北海道告示第７７０号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正し、平成２１年１月５日から施行する。
平成２０年１２月５日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項北見信用金庫の事項を次のように改める。
北見信用金庫 昭和４０．８．２１ 北見信用金庫本店

同 本店北見市役所派出所
同 留辺蘂支店
同 温根湯支店
同 相内支店
同 西支店
同 東支店
同 三輪支店
同 ことぶき支店
同 卸町支店
同 北光支店
同 端野支店
同 若葉支店

同 常呂支店
同 南大通支店
同 訓子府支店
同 津別支店
同 置戸支店
同 美幌支店
同 帯広支店
同 南支店
同 しらかば支店
同 釧路支店

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第７５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１２月５日

北海道教育庁石狩教育局長 宮 内 敏 文
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ２２４台
（普通科高等学校５校及び肢体不自由特別支援学校２校）

� パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ２７台
（視覚障害特別支援学校１校及び知的障害特別支援学校２校）

２ 落札を決定した日
� 平成２０年１１月１７日
� 平成２０年１１月１７日
３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 ＮＥＣリース株式会社
イ 住 所 東京都港区芝５丁目２９番１１号

�ア 氏 名 日立キャピタル株式会社
イ 住 所 東京都港区西新橋２丁目１５番１２号

４ 落札金額（１月当たりの単価）
� ５８３，４６４円
� １１２，８７５円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札
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６ 一般競争入札の公告
平成２０年１０月７日付け北海道教育庁石狩教育局告示第３９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁石狩教育局企画総務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

道教育庁後志教育局告示

北海道教育庁後志教育局告示第１９号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１２月５日

北海道教育庁後志教育局長 下 道 一 廣
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借（２２台分）一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２０年１１月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社
� 住 所 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番１８号
４ 落札金額（１月当たりの単価）
６９，２５８円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年９月３０日付け北海道教育庁後志教育局告示第１５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁後志教育局企画総務課
� 所在地 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

北海道教育庁後志教育局告示第２０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１２月５日

北海道教育庁後志教育局長 下 道 一 廣
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借（９台分）一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２０年１１月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社
� 住 所 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番１８号
４ 落札金額（１月当たりの単価）
２７，３４２円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年９月３０日付け北海道教育庁後志教育局告示第１６号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁後志教育局企画総務課
� 所在地 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

道教育庁網走教育局告示

北海道教育庁網走教育局告示第２１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１２月５日

北海道教育庁網走教育局長 � 村 満
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ７３台（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２０年１１月２０日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 ＮＴＴファイナンス株式会社
� 住 所 東京都港区芝浦１丁目２番１号
４ 落札金額（１月当たりの単価）
２０３，４９０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年１０月２４日付け北海道教育庁網走教育局告示第２０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
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� 名 称 北海道教育庁網走教育局企画総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

正 誤

○平成２０年１１月２８日（第２０３１号）
北海道公安委員会規則第８号（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴
う関係規則の整理に関する規則）中に次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
３２ 左 １０
誤 一般社団法人等
正 一般社団法人
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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